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まもなく 2020 年度の企業所得税確定申告期限になります。 

確定申告においては、会計上費用計上しても、税金計算上では加減算を必要とする項目が

いくつかあり、例えば交際費や福利費の限度額による調整などはわかりやすい例です。 

 それ以外にも課税所得調整で下記のような費用項目について調整が行われているケース

もあるのではないでしょうか。その内容を検証してみたいと思います。 

 

Ⅰ．個人の所得課税をしたうえでないと税務上の費用とならない支出 

■ 商業保険・医療費実費精算  

皆様の会社の中には、法定社会保険に含まれる医療保険に加えて、福利厚生の一環と

して会社負担で従業員に対して商業保険に加入させてあげるという会社も多いと思い

ます。このときに支払った費用を「保険料」という科目で計上してしまうと、『事業と直

接関係ない費用』ということで損金算入できないことになります。 

   また、会社によっては医療保険で賄えない治療費等を会社負担で精算してあげるケ

ースもみられますが、これらの費用を病院が発行した診療費明細等を基に「福利費」等

で会計処理をしていると、これも同様に『事業と直接関係ない費用』として税務上の費

用としては認められません。 

   会社の税務上の経費とするためには、これらの保険料・治療費等を個人所得税の計算

上給与所得に含めて税金を計算して納付することで、税務上の損金算入ができること

になると思われます（そもそもこれらの福利項目は中国個人所得税法上では課税所得

となります。） 

なお、給与所得に算入したこれらの費用は会計処理をする際に「給与」科目に入れ

るのか「福利厚生費」に入れるのかですが、「給与」に入れると翌年の社会保険基数や将

来的な経済補償金の基数に影響するかもしれません。この点については監査を担当する

監査法人等にも意見を聞いてみて処理をしてください。 

 

Ⅱ．契約書の作り方を検討する必要がある支出 

■ 非居住者企業の源泉税 

 日本親会社に対してロイヤルティや技術支援者派遣費用などを支払う場合に、取引の内

容によって発生する親会社が負担すべき企業所得税や、増値税に付随して発生する流通税

付加費を「税金」科目で処理をしてしまうケースが見受けられます。これも冒頭の給与にか



かる個人所得税と同じく、『第三者である「親会社」が負担すべき税金を払っている』とし

て、税務上の損金算入が認められません。 

たとえば親会社が 100 万の請求をして、現地法人から 100 万を送金するためには、請求

金額を親会社が中国で納付すべき税金を含んだ金額でグロスアップ計算した金額にして、

中国側ではその金額の中から源泉徴収したものとして税金を納付する形式にすれば、全額

を税務上の損金とすることができます。 

  借）ロイヤルティ・技術者派遣費用 100＋XX（グロスアップ計算により税金分加算） 

     貸）未払費用（または「現金預金」） 100 

       未払税金（または「現金預金」） XX 

 

■ 個人オーナー物件を駐在員の社宅として借り上げた際のオーナーが負担すべき税金 

駐在員の社宅について会社が契約して借り上げるときには経費処理の必要上、貸主名義 

で発票を発行してもらうことになりますが、貸主が個人オーナーの場合には、その個人オ

ーナーに税務局で発票を発行（「代開発票」）してもらうことになります。発票を発行して

もらうためには当然、オーナーは税務局で不動産収入にかかる税金を納付する必要があ

ります。当初の賃貸借契約締結の際にこの税金を誰が負担するのかを明確にしておかな

いと、発票を発行してもらうときになって初めてオーナーから「税金は借主で負担して」

といわれてやむなく会社が税金分を負担しても、この税金はオーナーが負担すべき性質

の税金であり、納付書に記載される納税者はオーナーの名義で発行されますので、会社の

税務上の経費として損金算入することはできません。賃貸借契約の家賃を決める際に、こ

の税金分も加味して金額を決定する必要があります。すでに契約を締結してしまってい

るものについて、費用対効果を考慮したうえで、オーナーと契約書の締結のやり直しをす

ることも検討が必要です。 

 

Ⅲ．会計処理（科目）の見直しが必要な支出 

■ 出向者給与にかかる個人所得税 

 日本からの出向者の給与にかかる個人所得税を実際納付した月に「税金」という科目で計

上している事例をときどき目にします。特に日本払い給与を日本親会社負担として、個人所

得税は人民元払い給与と合算して正しく申告を行っている場合にこのケースが多くなりま

す。普通であれば会計仕訳を入れる際に下記のように個人所得税もあくまで「給与」の一部

として処理をします。 

    借）給与（税金込み）ｘｘ 

      貸）未払給与（実際支給額）ｘｘ 

        未払税金-個人所得税 ｘｘ 

 ところが、日本払い給与が中国側で会計上費用処理されないこともあって、個人所得税を



支払った際に「税金」として会計処理をしてしまうと、個人所得税はあくまで個人が負担す

べき税金であるため、会社が『第三者（他人）のための税金を負担した』ということになり、

税務上の損金として認められないことになります。 

このような場合には、会計仕訳を下記のようにすることで、税務上の損金算入ができるこ

とになります。 

  借）給与ｘｘ 

    貸）未払税金-個人所得税（納付月に費用計上するのであれば「現金預金」） 

 

Ⅳ．そもそも中国の企業所得税法上で税務上の経費として認められない支出 

■ 財産保険・ゴルフ会員権など 

  商業保険でも会社の保有する金品・物品に対する「財産保険」は中国企業所得税法上で

は「事業に直接関係ない費用」として、税務上の損金として認められないケースが多く見ら

れます。 

またゴルフ会員権などにかかる費用も中国では税務上の損金としてみとめられないケー

スが多いようです。 

■ 個人等からリースした車両にかかるガソリン代・車両保険等の費用 

 会社で社用車を持たずリースで対応している企業も多いかと思います。このときライセ

ンスを有するリース会社から車両をリースして、リース契約の中でガソリン代・車両保険等

もリース会社から請求をしてもらい支払った場合には、税務上の損金処理ができますが、ラ

イセンスを有していない個人等から車両をリースして、ガソリン代や車両保険を会社でそ

の都度発票を基に精算した場合には、税務上の損金算入が認められません。 

また会社に社用車がなく、社員個人が自家用車を業務で使用して、その際のガソリン代や

駐車場代を会社で精算した場合にも、税務上の損金としては認められません。どうしても税

務上の損金としたければ、手当として個人所得税法上給与課税したうえで「給与」「福利厚

生費」とすればその余地があるとは思います。 

 

 

 

 

以上 


